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裁量ペナルティーポリシー 
 

 

1. 違反に対するペナルティーを決定する裁量がプロテスト委員会にある場合、その

範囲はペナルティーなしから失格までです。ペナルティーは、この裁量ペナルテ

ィーポリシーに沿って決定されます。 

 

2. 裁量ペナルティーは、予め決められた標準ペナルティーを単純に与えるものでは

ありません。ペナルティーは、⼀貫性を保ちながら、状況に応じて調整されます。

共通した基本的な考え⽅は、違反に対して先ずペナルティーの出発点を決定し、

次に状況に応じてペナルティーを増減するというものです。 

 

3. ペナルティー決定の出発点は、表 1と表 2に与えられています。 表 1には、具体

的な個々の規則違反に対するペナルティーのバンドが⽰されています。 表 2 は、

表 1 に挙げられていない規則違反に対するバンドを決める際に⽤いられます。表

1 にバンドの範囲が⽰ されている場合には、その範囲の中でバンドを決める際に

も表 2が⽤いられます。 

 

4. ペナルティーは次の 4つのバンドに分けられます。  

バンド 1 ： 0％ － 2％   (中点 1％)  

バンド 2 ： 2％ － 4％   (中点 3％)  

バンド 3 ： 4％ － 10％  (中点 7％)  

バンド 4 ： 失格 

 

5. まず、表 1 と表 2 を⽤いて、どのバンドに相当するかを決定します。決定したバ

ンドの中点をペナルティー決定の出発点とします。次に、バンド内でのペナルテ

ィーの増減やバンドの増減が必要な要素があるか否かを決定します。 

 

6. 以下の質問に対する答えが「はい」の場合、ペナルティーは軽減されることがあ

ります。 

 (a) 違反は偶発的であったか。 

 (b) 違反せざるを得ない事情や尤もな理由があったか。 

 (c) 競技者は、基本原則「スポーツマンシップと規則」に従って⾃ら違反を報告

したか。 

 (d) その艇の乗員や⽀援者以外の者が、その違反に寄与したか。 

 

 



7. 以下の質問に対する答えが「はい」の場合、ペナルティーは加重されることがあ

ります。 

 (a) 違反は繰り返されたか。 

 (b) 違反は、判断ミスや不注意ではなく、意図的であったか。 

 (c) 競技者は、違反を隠そうとしたか。 

 (d) 誰かに迷惑をかけたか。 

 

8. プロテスト委員会は、6 と 7 以外のことを考慮してペナルティーを増減すること

があります。 

 

9. ペナルティーを決定した後は、以下に基づき成績が算出されます。 

 (a) 成績は、失格より悪くはならない。 

 (b) タイムペナルティーの計算では、秒の⼩数点以下第 1位を四捨五⼊する。 

(c) ペナルティーは、その艇の所要時間に追加される。 

 

10.裁量ペナルティーを適⽤する場合の判決、または、裁量ペナルティーが決定され

た場合、その掲示には、以下のような記述とします。 

「○○であったので、裁量ペナルティーポリシーに基づき、ｎ％と決定した。」 

 

 

以上 

 

2025年 6月 5日 

プロテスト委員会 

 


